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戦後における林業技術の展開と基本法林政

北地邦{ 時1
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Kuninobu KITAO 

袈皆

木材供給の明大別却して生態力構造の改編令筋…の課題とした越本法林政は館折した。外部条

もよるが， そのことばかりに帰することはできない。そして，主主主詩的レベルで内部条

件が，現時・点ではじめて，むしろ成熟しつつあることにも注到し怠ければならない。林諜生産の

技街的性格に議づく鐙梁的特捜を踏まえたと ζ ろの政策加論(口新しい投降様式の風説〉が嬰識

されていると考えられる。

本IJ、論では林業の投稿的構成について考挟を加え，伐1:I:¥tl::躍技術と森林改良技術の戦後段階で

の展開を域観した。前者はとして野劉!手段の発践によって労働の生j官官1:を高め，また，自然の

制約'gl:からの解放において大いに進歩した。しかし，伐出林業経'i';J;I~I 休が外夜的な蘇林絞'誌に強

く規定おれているため，伐出生技鰐の発展目的が一定せず，森林純?ぎのi話mrrにふりまわされて

きた側同も強いo I~I ろう病等の新たな労銀!災干!?が社会問題イちしたことも特徴の…つにあげられる o

結袋詰レベルで潜勢的な力能喜子飛続的にめながら，伐出林業経'討の不安定性のもとで，総合

の水準での林業資本としての控脱力をi硲めきれない状況にある。

後者の繰林改良技f，I~は，林道等による位i授の改良にかかわるものと，育**生成長容による~~!j，:1交の

改良にかかわるものと!と大別しうるが，いずれも林撲の生態法離の般的技術であること令縫認し

ておかねばならない。林道投資は土地に合体する性格の資本であるため，戦後過程において公共

事業として大いに推進された。;そをの ζ と lに乙より f伐北出3住腹~Iにζおける機械イ化七を制{促足滋-すず<)-喝る如jぷで

p柿宮されてきたし，また，盟度改良の可能終段!の拡大においても機能した。

森林態度の改良技術(森林生蹴技指)は， 1960年代後半までは早期育成綬伐WJ林業技術として

展開したが，その後，主義約施業主7伴う品質材生産をjヨSすものと織力l当然の生j[(f過程iこ委ねる

伐j羽粗放林業lζ間組分解する級制を思している O しかし，いずれにしてもこれら技術は，伐出資

本と経営体的に分離した予言林資本によって拘われているのであるが，宵林生j岐過程!こ投下された

資本は強産価絡法則が貫徹しないものとしてある ζ とを(士山代法問を介してその側献が災現す

る)， ~官、識しておかねばならない。森林斑皮の改良技術は， 本来的 lこ地代追求的i~l:栴を脱しえな

い森林経営体によって翻われて急 jこのである。

法本法林政は按折し，目下，地域林諜政策lこと潔殺している。林業金多分lこ森林生政;Ii&fjlの枠

内のみにおいてとらえ，林梁力発l誌のJ日い手を森林経営体のIねに求めた tl~本法林政は，弾事?
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すべくレて館桁レたのである。林譲住i援における予言林生践と伐U:I主主践との構造的矛j持母見据え，

林業生態力発艇に向けてその矛j習を地域統一的に緩和・解決していく政策が，現主E，!e，袈とおれ

ているといえよう。

かつて，給合の水準で流筏林諜なる林議主主ilif;儀式が確立されていた。戦後過般においてこの様

式は解体し，地方で，強楽的水準で紐々の住礎技術が発挺してきた。地域林業政策の;課題は，こ

れら発践してきた主主臨要課-令指!?合し，新たな段階の林諜生磁力水市lj?形JJJGするところの，新たな

践様式を締立すろ ζ とにある。

I 課題の設定一一林業:技討すと林業政策

1964年に立法イちされ，その後の産業としての林業の政策法制となった林議基本法(以下，基本

法と略称)は1>， 1:$2条にその政策回線&掲げているo それによるとその目標は，悶民経済の成

長発展に即応して「林議総生践の増大恐1tJjするとともに，{也産業との格諜が是正されるように林

業の生g宣i肢を向上することを問途として林業の安定的発艇を限I.Jることにあり Iあわせて林業

従事者の所得42噌大してその経済的社会的地位の前uプζEをする」 ζ とであった。すなわち，

力視点と所得:視点の双方からのE安楽的発艇が間論まれていあのである。しかし，基本法制定当時

の日本資本主識の林諜に対する器本的・閣僚的嬰求が木材供給舷の増大にあったことは明らかで

あり I所得政策はそれを突現するための手段として位悶づけられるべき政策であると考えられ

るJ2) のである。本小論では，後者の所得説点からの考娯は捨象することにしよう。

さで，一般的にいって投踏カの発股は，野鋤過和!における技術的改変を伴った労働節約の結果

として迷成おれる。そして戦後日本経済は，米i現有の挽E主力発艇を?なしとげてその過剰性がむし

ろ問題となるような大衆消iJ)f.社会や形成する!こ諮るが3) これは技1，H]1:営新鍛強投資の継続によっ

てなされたものである。

しかし，日本経済が高度続税成長過税lこ入った1960;':戸時になっても林業発展の歩みは瀧々たろ

ものであった。木材価格の.J::狩・は持物艇の一般的すう勢よりも鳴しく I木材の経済的な供給と

いう悶民経済的姿諮に十分に即応しえていなし、」璃般に対する現状分析および践業的発般のため

の法本対策の方向づけ・への明り総みが必弘{となり(農林漁業謀本問題部議会答申『林業の謀本問

題と総本対策J，1960)，ぞれが林議越本法の成立にと結びついてゆく O

そして ζの謀本法林政は，自らなした現状分析を踏まえて次のような締溜認識(剖記の越本間

邸調査会の答申)を抱きつつ進められた点において， i阪i期的であった。すなわち，従来とは鈍っ

た水準での木材.供給のために「技術発授ないし生態力水準の低位性，あるいはそれを制定

する綴営構造のあり方(非企業的， :t!l!代J1又得的/ぷ絞営の海布)Jが問題にされたのであり， その

改普・のための生産政策と構造政策が遂行されることとなるヘ ①生立去最の「単なる端能J政策で

はなく，林iTft物潟袈構造の変イ巴i乙対応し，かっ生産性の向上告仰った，すなわちそのような技術

の確立舎内包したと ζ ろの生態政策であらねばならない。@近年の林議所得の轄しい伸長は立木

術核の上界によるもので，生躍性向上会反映したものではない。 I山林地代の;駒大Jらもたらす

結果となっており，林業内部の分間構造!こ問題がある o I財産保持的ないし地代JI民得的投稿が波

な林識経営を，林業生態力発展のJ泣い手たるものに改造していく締法政策が必基さである。

しかし，議木法林政は林諜をとりまくその後の外資15条件の激変5) と， I討らの政策ml~命の米熱性

・混迷(とくに議議政策五世論からの援用が受けにくいところの「林業生競力J， I背林資本の性

A1:'rJ， I林業経?ヨ」等の期解の仕方)， によって智雄の遊をさかむことになる。

本小論の課題は，戦後の林諜技術の股関 i>~;づけて，それとの関連で，上記のごとく従来の臼
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本林業の生産力構浩喜子改変しようと;窓図した謀本法林政の問題点と到述点告げ珂備にしようとする

ものである。力)~1.iJ?林業技指の展開そのものにおいて叙述することにするが，その全体像を見失

わないために，まず林梁佐藤の技術的構成(賎業的特殊性)について簡単に触れておくことにし

よう。

社会的諮袈の増大に対応して木材を増践しようとすれば，より劣等な!当然条件の生践手段や新

たに生産lζ組み込まねばならない。立木価格は基本的には地代法則{乙規定されると考・えられる

がG) 加地代に転イ七すべき超過利潤は， r社会的な~É牒力がたえず上野唱してゆく過1廷で生ずる

のではなく，強いていえば，社会的簡裂に対応するための強践力水準がしだいに下Iti]してゆく巡

棋で生ずるJ7) のである。よって，木材仰格役下げてしかも林業強産力の発l践を図るためには，

…般践議以上iζ木村生産過程におけるE右足立性の向上野力と「制限された j当然j条件の改良のため

の土地資本の積額的投入が必袈となる。ただし，土地産業fこる操業もこの点では林業とi司様であ

り，林諜が操業と奥なるのは次の点においてである(一般躍識は，ある経!営体が特別示Ui間iJ?I~J ~. 

して技術革新・生践位向上・棉別的師椛低減をなしとげて市場競争{ζ勝ち，その離方法を

拡限・増践・普及するにとによって社会的な強産価格を下げて，悶ïm~器部門製品の撚要拡大を引

き出して往路増大をも可能とするに怒るという，いわば内発的で1i1線的な説力発援プロセスぞ

有している)。

CDE援史的に見て林諜は，森林資源の先なる帯在を前提とした採取林梁として出発し，世界的に

兇て羽詰も広範に ζの形般の林業がお夜して，市場lζ大;抵の木材が産出されてきている。かっ，

森林資源は自然的に再生産してくるという属性舎もっているがゆえに，伐11¥労働;過舵だけで‘謀本

的・永続的に佐藤が成立する潜勢力在林識は有している。

①しかし，やがて ζの森林資源の自銭的再生践を改良するj泣閣をもって，新たに森林造成務作

業の労働過程が付加されてくる O 戦後日本の林3誌は飛眼的な拡大造林舎なしとげたことを

特色としているが，日本林業はここに採取林業から育成林梁への本格的転換期制迎えたといえよ

つ。

φ伐j針生膝過1援と森林造成過凝とは別{問の経常イヰえによってjElわれるのが，少なくともこれまで

の日本では…殻的であった。後者の腎林業は，資践の維持・迎mなる所有総時の「森林経営」の

…磁として山林所有者によって担われ，そして前述したように恭本的に地代法加に規定会れる立

木価格の上昇lζ伴って伸臆してきた。ごつの卦=.im:i品程で、投じられた資本の運動性絡は大きく EiJな

り，特lζ背林~I::ïm過程で育林生践資本によって形成会れた術li般の実現においては，股{i1IH持政Jm

が貫徹しえないことに往議守払わねばならない。これは，線林の人工造成といえどもその成育は

多分にi当然的再生践力l乙抜捺したものであり， また成育j却が長期で， かっ収穫1Wも長い年月の

巾をもたせうるという事態・技能的性絡に起関している(外部条{!f:的Jζはうものな)のj誌ともi潟巡す

る)。造林水省子「適正J伐期に伐探しないで瓶稼・放捜しておいても林水はその後長年月にわた

!っ℃自己成長・森林資源の増大恐持続することからも明らかなように，育林資本は 1~1然としての

森林に合体主れているのである。

以上のように林業技術は木材喜子伐出ずる技指と森林や改良する技術から構成されて，その体系

的朝鮮のためにはこれらこつの技術の相京協述に注意が払われねばならないことが瀦解守きょう。

そして，結論を先取り的にいえば，林議~多分lζ森林主主産過程の枠内のみにおいてとらえ，その

構造改部を誠みつつ林梁生態力発展の主裂な拍い手伝森林経'自体のヰl(ζ求めた呂)と見なさざるを

えない法本法林政は(目標を連成するために必要な施策を総合的に講じる ζ とを;規定した基本法

第 8条で， {:支出過程は林業経常の対象の坤外lこi授かれて一切の言及がない)， f知行すべくして持
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とができょう。

五 伐出生態技術の展開

135 

9) レ1こ!伏官日にあるとみなす ζ

白木林業は従来，流域ごとのまとまりを?もって発展してきた。森林鉄道や取J話題材が大.iE期よ

り登場してきていたとはいえ，河111が長きにわたって林識における買袈な生時手段であり続けて

林業強路力水準&規定していたのであり，独自の佐渡関係も形成されてきた。よって，そのよう

な段階における林業技践様式(=技館力と生態関保の統一体)主主流談林識と呼ぶことができょう o

戦後の伐出生産技術は舵々の側部で逃j認し，イl現々 のj訪問での労働の生桜担1;安時めてきた。しか

し，それらがいまだ「資本の生産力」として総括される新たな生路様式の段階(社会続的なも

のとしての総括の可能性会も合めて)にまで諮っていないというのが，さ持者の見解である。よっ

て，それら戦後伐出生陸技術の展開の位関づけを!知能!とするために，まず続税林業なるものにつ

いて紹捕しておく必袈があるであろう。典型~U(:I引こ ζ の生産様式奇形成・探聞したと考えられる熊

野111流域のものに即して i)錆?において簡単に述べることにしよう 10)。そして，戦後の名々の伐1.11

議技術は，檎恋されていた!:J::im様式の構成袈紫レベルにおいて，それら令解体し，。くの佐渡様

式!ことI匂わせる抑強力，過渡期のff[l、手としで，股閉したのである。 このこと毎日簡で見る ζ

とJζ しよう。

i) 流筏林業の!Ejt(f力構造

流筏j休業jlJjにおける労話b過程は，伐り…出し一筏流しからなり，それぞれが人格的に分蹴して

異なる職種として狙われていた。このうちi設も多く投下労働巻頭するのは「出しjの過程であ

り，それは， rtおりJによって伐ァト:・浩Jせされた材木弘1-1.1搭レ，木寄せによって…定;場rrr に~~

材し，さらに，本流沿いの鮒筏地点(筏場) "Iで迎材するものである 1九との「出し」では組織

的な共同労働が現総され，また，そのうちの特[ζ巡材過1況は「修縦1I1GJとr:l慢出しJ (探流に

到逃した後はパラ流しの形で狩111される)を)JjUIまとしていて，そのような装器的な“'J!I働手段"

の建設をも何とっていたゆえに，規模による生脱力給毅告白発注させる迎釈でもあった。

「伐りJは，いくら大きな伐採1I1の場合もクジ引き等によってはい切脅し，側人によって担われ

たし，輸送過程である筏流しも 1'"'-'2人で乗り下げられ，その輸送単位も上流t{iiの鍛筏でせいぜ

い7"'-'10rnであった。大規模な準設においても，この前端の過艇での大規131性は， /1¥生践の1)1な

る集積にすぎなかった。

修縦・械は，人間の労働長助ける手段として人1~1 と自然の 11ij 1とさし入れられるところの労働手

段でめり，新たな自然力や労働手段として引き出す袋縦であった。 r修練仕1しJとは，材木を搬

出するための滑走‘路である修緑木休と，速度および方向ぞ変える等の間的役持っところのマヤ・

併・ノレンといった一巡の議慨を使って出してくる作品2であり， r端的GJは，いくつものJ!延安

)1関次巡っておいて谷111を溜める(滑などで水をふさぐ)ζ とにより，また!時にはできた水路と水

刊の!却に巡った水修羅を使って，出してくる作業でみる(またJ艇

の力や利用して出してくる「鉄砲j脱出し」もあった)。

に切って， そのi燃の71<流

しかし， ζれら修綴・機(そして筏)は，沼働手段ではあるにしても， この材料は労働対象そ

のものでもめった。修練は解体されて再び材木となってl措法混砲に入っていくのであり，大きな

事業の:場合には，先顕の労働者六策問の組(木綿)が ζ の装授や造っていき，取の翻が材木 ~i去り，
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後尾の組(木尻)がζれ1':解体しながら進んだのである。これらは僻i般的{こは匁j諭iのこと議材そ

のものも血路地粗から流通過引へとdTE:i議していくのであり， これら~生政i品制への側主主的な9j・{!llJJ

許税とはみなし難い。よって， この段階ではこの“93鋤手段"自体が独自の所有および悶定資木

としての独自の溜動の間閣を発~t: ~ぜる ζ とはない。

なお，流桜林業における ζ の迎材逃1訟でのj却慢である「修続出しJ i緩t:l:1しJIζ，明治米j弱

から f木j芯1:11しjが9 大肥後期から「架繰出しjが追加おれてくる。しかし，これら 4つの方法

は，地形によって採用されるところの共努補完的なものにとどまり， ど、れか一つが決定的に他省?

開濯するといったところまでには歪らなかったのである。

ここで， JJUな側面から今少し流筏林識における人[iW]-自然関係を担擬してお ζ う。

熊野は百来から{修穀j立の根本:道場・の地でめった。!険阻な IJI深い f~1黙は，その道にある者に厳・し

い修議必要求するが，土地で生活する者すべてにもこの荒ぶれた風二L:rζ紡びついた述命の~f~ で生

き，そして死ぬことを強いてきた。人間と自然の関係は何よりも野働の領域に!必ずるものである

が，久レくこのj也での野働は，佐々しくも強烈であった。

熊野lζ 触発されて措いた;I!1!fr'議でめるド1'1上舵次『化粧J (1978) rこ， とりわけはi色のできの

「神島J が収離主れているが，そこには段もおミ初的な野泌令噴出させる熊野的人間のJJ4~とし

て，木馬引きの却が殻iおする。彼は木j品i還に木Jj~ï含金授札材木を{illみj二げてカズラでくくり，

それをとほし?のをさしながら]初|きで01いで迎ぷ。木jお引きはただそれだけの労銀!であるが，常

!こ生き犯にが木馬棒…木にかかる。彼はそれで栂id?とり，ブレーキをかけて進む。 i生きるか，

死ぬか。投きてまた女を抱くか，死んで内のかたまりになるかjの誠一つの・世界で彼は生きてい

るのであり，その批界から激しい愛情が抵る。追認に，カズラが切れて材木が飛び出し，また，究i

令曲がりそこねて木馬ごと谷践に務ち，何人もの木馬引きが死んだo 1引を裂き，肉のかたまりに

なった。

流筏労働も， f~J黙とのせめぎあいの連続である。 r悶ッ子J の効く一人前になった者ですら，

「闘の前lζ大きな岩が迫って来ている時なんか，本当lζ身のf硲i換を感じるものJ12)であったとい

う。端的し，筏流しは，不11寺の出水が少ない冬~春の仕事が…般的であったが，冬の主主い時など

「ズボンにとんだ飛球が凍ってパリパリと脅をたてJ12)身を切られるj温いがしたといい i諮の

も凍って『つるつる』とよくすべり nr'tもちjlJ:っきながらJ12)流しもしたという o そして，

プロペラ船就航以前は iカイ枠綱をかついで 7時間もかかって長い山i疫を越えてさかいで帰っ

たJ12) のであり，足 1d常にする“労働"も úJ加されていた。大iil~1ζ対する「水やらいJ (水防)も

また大変な仕事で、おり， Il.自鰯のr.f:Jでの徹夜の必死の作業もめずらしくなかったのでめる 13)。

以上のように，流筏林業JtJJにおいては，強烈な自然lζ対しであまりにも直接的な形での林業労

働が行われていたのであり，そこでの悶定的なij!J働手段といえば，わずかな巡兵捌だけであった

(納入のヨチ百ヨキ，出しの四つ道具といわれ，前者はキリヨキ，フシキワヨキ，ハツリヨキで

あち，後にこれに土!佐ノコが加わった。後者はノコニドリ， ヨキ， トピ， ツルで・あった)。主張介的

なものは，むしろ自然との対処の仕方在自らの肉体と身離れしないJI~で「穂積j したところの，

年期の入った職人的技能であった。労働は彼の内で完結していたのである o ~ll!夫・筏夫は，また，

ilIt姉・筏仰であり，そしてEE躍はまさに腕が関われる親方であった(出しに掠わる労働者は「釘

船(ヒョウ)Jと呼ばれ， 労働組織者であり指開監督者である出躍のもとでの野働に服していた。

よって柏(liIi・筏nmの労働に比べで相対的に単純労働者化されていた。しかし，!m場毎日iす名人誌

もi諮問で袈諮されたのである)。

以上みた伐り…出G…筏流しは，原動力を自然力そのものに依拠していたがゆえに，その生産
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活動は， ';'1 tこ，自然によって大きく制約を受けていj二。そして，そのj役大のものはJIIなる l当然力

であった。流j誌なる(主lH;j')および輸送方法が~Il寺の林業{:L:i&J]水tí立の規定問子であったの

である o 設から索将議者への出材概況報告・の手紙は，次のよう iζ述べている。 打i:J~ r:[:qま狩JlI

I:IH!;:得る増水は有りませんが，三三間不況の小水増水11寺，奥の方よりせり32>みJJ出に下流に流しました

ので材は全体的に下に流れて間・ります。尚材は木なおし殺到]して侍11寺でも i斡水狩川!出来得る様字

削致してj寄りますJ1<1)。

大水は材木の流うたの危険があり， さりとて水不足も摺るのである。そして，前述したように不

時の山水が殻も不都合であり，それが多い変~秋にかけてはj援!おし，筏流しはなるべく避け，そ

のrmはもっぱら隙の仕事が行われたわけである。

また，流送は，その送られる材が戦くて浮きやすいこと岳製部レた1530 そのため伐倒した後 3

"'-'6ヶ月は乾燥のためそのままrJ[で放殺しておく期間が必裂であり，このINiJiこ虫がつくことぞ避

ける(梅雨時を避ける)こともおって If'jずから伐採の季節も決っていたのであるo

これらのことから林業生践の諮労働は季節的なものとなり，また，その泊・j弱においても断続的

なものとならざるをえないものとしてあった。そしてこの地の労働者は， これぞ一つの迦111bとし

て受け入れざ、るやえなかったのである。資本は!当然とともに行動し， Ii"i]じく断続的であったが，

労働者は断続的に生きてゆくことはできなし、。自らの“潔使"で，労働ブユの再生産を行わねばな

らず，僅かな幾諜と組み合わせて生活する ζ とら余儀なくされていたのであり，彼らの多くは~I"

燥半労働者・としてあったのである。

拠地からの大盤位脱創刊挺lこしていた ~!:'I流域の林業は，当初から資本の介入金許していた。木

材の生産過叡&担う伐出生路染者は，一名 Ie木といわれたように，何よりも商才が袈求される

商人であり，主たる利潤抑出過TgH主流通過較にあった。彼は資木をj交じて山から立木~良い，

確かにそれ守主主躍過程に投入する O しかしその往路過般に関しでも，:Jj働力を阻抜-購入して鍛鍛

ずる形で剰余制値生践を行うのではなく，仕事 ~f日背負 lこ出してその成果令商品売闘のような7慢で

うといった， r流通過税的jな把握を一般的なものとしていた。

そして謂負lζ出された薗接的生産過程i!は，Jl:盤-~!J働者集矧によってJ:Qわれていた。この集部

はほぼ部落奇単位として諜在し，ぽ躍が資本からの要請にもとづいて労働翁・=jff述人ぞ綿述・組織

していたのである 16)。下北山村でiふ れれしはむli向， ii11は怯聞と池峰・寺邸内，筏師は油j京と

JI誌と相場が決っているJ17) といわれたものである。地域の地J;!1U1~特性!こも;1] 1悶ずる形で分識が成

立しており，木主口イ括的資本は， これら地域ごとの職人の仕事を械に結合していく機部会的って

いたのである(資水i則的分設を 1:::1~..して，資本 I~! らが事rrたな労働分割をなしたというわけではな

ところで， この議材生版業者の資本は，新皆同盟から設付金受けたところの f仕込1rZJである

場合が多く，その間践に木材の販売を釘せ・ることぞ義務づけられている(問慰!こ1銭 6"'-'8%で)

と閥ll!fIこ，日正j主10鍛にもおよぶ金利を支払わねばならなかった。間競資本は， この「仕j61rZJiJ: 

通じて「流通外的Jiこ木主密交~LJ し， r紫材の生!京，流通過程をその翠r:I'11こ収めていたJ18)ので

あり，文字通り j白域の林業の総括者であった。そしてこの間践の支配力は，そのこと合を捻々

市!され続11でいたとはいえ，1r~ 2次大戦時の木材統制が行われるまでは内;立動だにしなかったj

I仰といわれている。さらに，儲かにi臨時統制によって11暗躍は排除され，伝統的取引やi;:jfiUも破壊さ

れたのでみるが，戦後においてその復活傾向が見られたのである。これら流筏林業構造は，その

後，流j退から j後送への転換という住i1Æ力的変j!ì~;:Iこ選打ちされてはじめて，完全に袈椋沿道げえた

20)といえろであろう。
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ii) 戦後におけおf支出生!選投掃の展開

前節で見1二流筏林識が最終的な解体Iζ向うのは，間二と総合Im:Ji奇抜 (1950)に説づいて多くの珂

111 .水系で滋線部発ダムが建設会れることになった1950年代である。そして，次の生路様式碗立

に向う過渡期において，要議的・爽体的な視点の限界をもっ!こしても，その推進力としての林道

の拡充と機械化に大いに注目しなければならない。林道によってe然的制約性の強い水運利用か

ら解放おれ，伐i:l¥生践にちあらわれる自然4をより定常的なものとしえたし，林道開設が機械化

と結びつくことによって伐出生践の生際性を飛躍的に向上容せた。越本法林政においてもメニュ

一方式による総合額損として最も精力的に取り組まれた構逝改替事業も， ζの林道と機誠なるモ

ノの光突に側室した予算投入でめったが，政策翌日念の混迷期・林業佐藤様式の泊渡期にあって，

むしろいだし方ない対処の仕方であった。

として労働手段としての林業用機械の股開について述べるが，機械化は…般的にいって①

燃の向上， @lli筋肉労働からの解放， φ野働の単純化，@)安全性のi向上，のm的に沿って進め

られる。特に高度経済成長に伴う JJI村からの労働力流出時代にあっては，労働力を林業lζ引き止

め，かっ「低質J不熟練労働力を林業生践に組み入れるためには， φと①の方向性が必袈であっ

た。また，機械は ζれに投ぜられた資本が障l定資木としての;連動を嬰求するがゆえに， Vle筏林諜

j悶にはなかった所有問題・労働力の新たな編成問題を発生させる潜勢力をもっでいることに住怒

;;rU¥っておこう 2DO

さで，伐出~j1鋤過程は伐探， j詣*~'，袋材，理材の各過程iζ大JJIJ しうるが，伐J采・遊材過程の機

械化はもっぱらチェンソーによって行われた。後者の築・迎材i遇税では地JI~ ・ J由貿(とくに傾斜

j支)，業規秘， 務林施業内容， 林道の滋妙法(林道からの作業IfI~閥o によって各都の機械の使

い分け・組み合わせ・が行われてきたが，ホイーノレ型1;~_TIj[閥系， クローラ盟主将閥系，架線系，モノレ

ール， 統2設機系の 5つはそれら機械は分類しうる。 このうち広く普及している機械はトラクタ

(取閥系)と築材機(挺線系)であるが， j]在学手は傾斜がせいぜい25没ばでの地)Jまにしか適用でき

ない。特!こホイール濃のものは，作業距離があるほどクローラ製よりも有利ではあるが，使用可

能地がより綾傾斜地に限られる。

林野庁は民有林で稼動している24探知の林業機械の保有台数について翻読しているが， 1985年

度末現在でチ品ンソーは約3375合，築材機は約20千台， トラクタは約 4-=fi空?となっている。 1960

年時に上ちしてチェンソーが23f九 銭材機が 2.5倍， トラクタが1.5 fi'fにと増加したことになる

(1980年代lζ最も噌加してきた機械は小型巡材取で，現租16千台である)。 これらの機繊は， 闘

の研究・助成で使用問的に沿って改良・開発がなされ，簡有林で先導的にも1.!J刊されてやがて民有

林に時及するという経過を辿っているが，その特徴id:>簡単に述べておくと次の Cとくである。

まず，チェンソーについてであるが， 1946年にすでに悶綴I拾が現れたものの，議が30kgで2

人操作会必要と u，エンジン等も不:t<i:E:なものであった。 1954年の15-rj-台風による北海道悶有林

の風倒木処理長アメリカから大議のワンマンソーを導入して行ったことが契機となり，その後会

開lζ持及していく。iI後最化とさJ::絞性能の!向上の改良努力が続けられてきたが，特鍛寸べきことと

して 1965年頃から発生しでやがて社会問題イむした 9!r働者の振動陣評問題があげられる。安全性

(労働災擦防止)に力点制泣いた改良・代詩機械の開発の必裂性が高まるなかで，この間際有林

においては労働組動との関連でチ 1 ンソー操作の 1日当り 21時間統制と人工林等の中小径木の伐

倒作業の手鋸への切り換え (1975年)， 緊急に開発改良されたワモコンチェンソ…の同作業への

湾入(19781ド)， といったダイナミックなj議開喜子見る。 しかし， 民有林においては上記の 211者向

規制部もいわば野放し状態にあり，労働強化を前提としてしか仕聯ぞ椛保しえない箭負・出来高
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賃金制のもとでの労働者にとって， I~I ろう約への恐j怖は今なお探イむしつづけている ο

次iζ，わが劉のような 11.1蔀林の集え11材過程の機械で最も裂な枕慨を占めている議~i(jï憾の発j誕

について概説するo 戦前期においても…部の悶有林で築材機作業が行われていたが，それらが鋳

及して一般イ出ーるのは1950年代に入つての戦後過程である。特故的には次の点が指摘8れよう。

の2当初横取り水』寄せは人力lζ頼っていたが改良二たされ， {'ノド議機能が線的なものから間的なもの

にと拡大した。 φ1970年頃までは悶脊林の天然林大経木(民有林にあってもパルプ材m天然林の

大殺伐採) 15?車体とした大関松皆{北方式の作業であったために，規模の経済:性伝追求する体制が

般かれ，機械の大~;M化，議限りの議スパーンイち等が進行した。 1958:i:ドには会幹築材が斑;場して作

業仕組の単純佑，効率佑も促進される。しかし，やがて人工林作業の比環が増してくるにつれて

(特に間伐作諜)，および環境問題から大国磁併伐方式が探別されにくくなるに伴って， この方

向での発腿は軌道修正を迫られるo @近年，議掠り方式の多様化・簡易化，ま良材機のゆ小般化・

jj筏使佑，の動きが轄しい。 ζれは多大なコストを伴う紫の架設・撤去作業の合Jmイむの系列jでの発

腿結果でもあるが，主iζ森林施業方式の変化と関連している。折凝式のi擬使な文殺を装備して一

館所当りの少ない仕事散に応じて容認に移動しうる j当定式接材機も議場レでおり， これらは兜述

してきた林道の活用を前提としたものである。 φ搬器についてもリモコン拠作ができる街地式の

ものが追求され，また危険の多い荷掛取の使m15?~省略するためのグラップルっき搬離も設場して
いる。

次l乙林梁用準測についてであるが， クロ…ラスキッダからホイーjレスキッダのIl寺代lこ入りつつ

ある。さらにブーム式集材ウインチに替えて抽出操作式集材グラップル喜子装備したところの林内

作諜王将の時代到来が待たれ， この延長上lζ，伐採安も合めた多ご[較を一人で処理できるマルチブ

ロセッザ(例えばツリーハーベスター)への発J1遣の期待もかけられている。林業機械分野におい

てもセンサー技術およびロボットの使用を含めたメカトロニクス技備の鴻Hjl時代を迎えていると

いえよう。

l間伐作議の増大lζ伴って新たに主主場してきた機械類は小型木寄せウインチ，館説集材機(特lζ

:;グザグ築材可能な司王ノケープ、ノレ式)， モノレール，小型巡材機(1.5m r!J~対j立の不盤地でも定行

できるウインチ付き林内作業主10， 簡易割込装i泣却で， これらの散:及には1981年から央摘されて

いるi間伐促進総合対銭背手議等の助成策が寄与して大き L、。

ところでこれまで見てきたようは機械の改良開発に多くの技術的組閣が保在レ，それらは林議

技指問題の一つ母子構成している。しかし，政良された機械が林業生脱に導入されたとしても，そ

れを状混判断しつつ@I的に沿ってi初交に利用するにも，また，技術が謀総されよう。本質的に技

術は， r務観的法員U'I性の意識的適用J22)なる5足踏概念として規定されるものであり， 93働j品釈に

おける主体はどこまでも人間である。とりわけ現場の作議条件が複雑で線機化しにくい林識にお

いて，現場労働者の資銭(労働態度，熟練度，技術北能力等)が大きく成果lζj文映する O このこ

とと関迎していわばソフト聞からの政策が近年叙説される傾向にある。 1978:i:r:から資絡制度とし

ての「林諜技術てと謎成都議J15?スタートおせているし， 1981:1ドからは「基幹林業士(グリ…ンマ

イスター)議成司王諜Jを都道府県喜子512抱主体として遂行している。 また， 従来間有・林野告の

一環として運営怠れてきた!日間間営林署林業機械化センタ… (1960年制定の「林議機械化拙進裂

飯Jrζ2毒づいて設問)は， 198Ml三に…般会計に移管されたのぞ機会IC， r民有林の林業機鋭化の

総合的，効率的な推進と指部体制を強イじするJこと守主図的とするものとなり，その事業の…っ

としての「林業機械研修の災蜘jの充突が関られようとしている。

なお，沼間林梁;機械佑センタ…とともに林業の技術開発{ζ来たした林業i試験場の役剖は大きい。
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1白林技術~1 とともに伐/:l:l ~tí足技術の研究にも方が設がれ， 1965il~1こは機械部が(従来は経営部作

業料に所l潟)， 1969年には林illi1iJf究設が， 投i註されている。 こζでの研究は， J.災林水腹技術会議

の農林水産研究総本悶棋に沿って行われている。

以上概観したように戦後期において伐出生態技術は，戦前期には泡;~像もできなかったような水

準のものにと発展安訴した。しかし，これを拙う林諜経営体が充分iこ発展・成熟してきたかとい

えば，そうではない。前官官でJi~たような尚人資本的な木伐出資本 cr地域ごとのi瓶入の{士事札

棋に結合していく機簡を担っていたJ)はむしろ弱体イじしたが， さりとて生産過艇を挫する形

での藤栄資本的な伐出資本が勢いをもってきたわけでもないのである。事例にあげた熊野川流域

においても 1950年代後半には多数の築材機，長大な架線会所有し，国接的 iこ傘鍛した ~!J働者を抱

えると ζ ろの産業資本的伐出業者が一定程度成長しで訟でいたが，その後:炎退していく(築材機

は沼働者集!現時ちとなる;場合が噌えている)。鴎人資本的な行動をする伐出林議資本が， 弱体イむ

しつつ出き越びているというのが溺状であろう。そしてこれらの割線は，伐/:1:¥林議資本の農協が

森林経営出掛林紫i艇の所有の行動様到に規定されていることと関越している。現に，本PliJで述べ
たように伐出生産投手!ljのj諮問方向(口鴎的)が，伐出林議経営にとっては外部的・従j潟的に梅林

経営体によって与えられ，森林の取り扱い方の変更自体に火きく部響されてきたといえる。そし

て，森林経常が越本的に1引本主主ifiiieともなった形でなされている点で，戦前期の流桟林諜段階と

その規定のされ万が大いに見なるのである。

班 森林改良技術の展開

林業生底力巻持続的に発銀させるためには，森林資源問題は避けえない。 戦時統制tWにおける

木材増設計翻は，やがて森林資源問題的に破綻することは切らかであっ7':'0 そして，林業生態力

の発展を政策iヨ，傑とした謀本法林政が!:I::i堕政策として森林資源の維持i世大!こ;訟を注札公共事諜

としてその地JJX;I乙努めたことは姿ぎ!なことであった。

森林の改良は，域皮の改~と位慌の改良とに大別しうるが， J詮林・育林~I.:g去は前者の機能>5?~ミ

たすべき代表的なものである。他方，後者はもっぱら林道によって追求される。林道は伐出生産

技指と掛接不可分の関係にあるが(この点はずでに設及した)， しかし， 技術視点からして説本

的には森林の経済的位協の改良としてあり ，illl1;ネ・育林生産とともに林業の生磁器盤の脇師技術

と位総づけられよう o そして，林道によって森林の位殺が改良されることにより :~1:}.立の改良の

筒闘が広げられることにも注j誌を袈ずるo

林道政策の戦後腿開については，次の 4点ie1i!Ii認しておこう。①当初林道政策は拠地林館:m林

道の開設に抵j誌がぽかれ，市場到迷林道として新たな天然林・森林資源をJ采取林業の採算閤・!:I:

j選闘に組み入れることにおいて効果75?発部した。 @1970年代以降においては，背成林業にとって

の「経営内」林道として綜林組識のぞr1ID作業を能郡よく災施するための道路の必袈性が増大し，

政策的にもそのことへの対応lζ迎られた。①林道IJ自殺政策は，林業における総地代(立木代)の

低減をめ Sして総資本の立場からなされるが， このjヨ的は林i遊を敷設したさ当該森林の立*代4をひ

とまず高めるヅ幻セス会総てj道成される O かっ，林道投資はごと地に合体する性格の資本であるが

ゆえに公共的{こ(そしてI.U林所有者から…定程度の受益者負担ぞ徴収しつつ)， ζの林遊離識は

遂行おれた23)0 @育成林業の成熟化iこ対応して林道・作業道網ぞいかに体系化ずるかが課題とな

ってきており Oi作総・支線・分線・臨時的強材用作業巡，および樹枝状路網とそれら令辿絡する

術部時制の休系化)，交通荷mの大小によって林道の規総・構造ぞ変え，かっ作議選そ't:{nft，ζ効
率的にいかにつくるかもまた，現時点における林道造成自体!と関する技術的都j起である。
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次l乙戦後の造林・育林生離についてであるが，本小論で開j越にすべきことは，予若林生密告めぐ

る技指問題が戦後過程iこおいてどのような形態で現史的に棒高してきたかということである。概

J話的iこいえば戦後のこれまでの腎林技術は，伐/:1:1生競技術と切断されたところの技街として，か

つ林業住i握力増大の追求そのものとは一線的剖された税林続皆目的の枠組の中のものとして，子

在していたといえよう。もともと背林技術は，林業全体の技術構成からすれば:J!f働対象の改良に

かかわる技指であり，かなりの諮問でi当符的腿聞をする労働手段の発援を概説し1工場合と迫って

経営主体(社会関係)と切り離して把握しうる余地は少ない。摘出して考娯すべきそれら森林綴

営・背林技術は，早期育成矧伐期林業，良資材生産捺約林栄，琵伐j羽来日放林業の三三つであり，そ

れぞれが森林改良の目的を異にしていたといえるのである。

まず，朝育成知伐j切林梁についてであるが， これが摘んに提/I@lされかつ投手自問題イむしたのは

1950年代後半から 1960年代後半にかけてであった。 i溜有林が林ゴJ増強含j'~的itζ取り組み LLIすのは19

58却であり，森林資源総合対策協議会から *i~力的な取り組みの火羽f r早期育成林業Jが!J¥J院され

たのも 1958:í:1~のことである。

しかし，森林はある閉鎖・成長段階に述しではじめて太l鑓エネルギ一安満j交に利用する状態に

なることを部却すれば，米閉鎖期間の比率が務しく i脅すJJi伐j関林識が林力(森林生立主力)後増大

する森林施諜であるとは考えにくい。また，林力i閉会計澗iは，木材摺裂の抱激なJ1li大に対処すべ

くとりあえず統容の森林資源の伐採寄与皆{北方式で先行させたという j誌に主点令泣き， このこと守

前提とした上で，事IH出イちした林:ttl.!制結実でかつi判明に成林ずる謝fillを瀦極的に逃林したという脈

絡でJJllf97(，すべきであろう。そして民有林で特に燐んであった鍛伐期林業への取り組みは，小丸太

およびパルプ材悩格の相対的・絶対的上野という市場条件lζ対応しての瀦林経営としてとり行わ

れ，投下資本lこ対するJ民議性・利国り率を判断法部とする伐JtJj紛(材tUJj又T'!s:続多の伐知Ijj始よりも

かなり低い)が追求されたのである。よってこの脊林技術を積1滅的に展開した森林経営体が，す

なわち ζのi時期の森林主力のt泣い手であったとは，ストレートにはいい灘し、。

ただい早期育成林業は，他方で施肥・早期成予若林水の背腿・街樹・早期収般を総合的に迫求

して，林議ぞして段業生産lζ近づけたいという技術的弱念金持っていた。だが，部分技指として

は一定の)t14~~ íJ? あげえたとはいえ，このijj念の災現には大きな限界が1':f了ì~ しており，その後の1:

題字:の発展がζの限界粧をかなりの制度容観イむしてゆくことになる。なお，林野庁の|荷崩機関と

して林水腎1車場がこの時期1](1959"1:'.) iζ設i設されて，成長のJ主主の観点からのF15英樹の摺れがな

され，その12[木の育成が行われている。

次に， 1970fl~代に入って外材が大量計約入されて木材{沼紛の泌il誌が緩和されると，艇は見なる

展開 tpj迅せる。拡大溺林の llJ'\滞はいかんともし灘く，補助金対象~下刈・除問伐にも拡大しての

森林強踏に抵点告示i緩いた造林政指の II~:イt 脅迫j えるが， この 11封切に脚光~浴びるのが良質材生産捺

約林撲である。 ζ れは外材では求め難い瀦品f1IH特!こ無節の心持:ら位や年輪rjJが主~くて均質な材)

の木材生産歩留りがよい森林組Jおを行って，森林経営をして窮状からJJ話せしめようとするもので

あった。こ ζ において技術問題は，土地条件・樹額特般に合せて， このJ主関材控室長なる閥的に沿

うべくいかに植栽本数・枝打ち・間伐等の7倒木作業を体系的に行うかという7訟のものとして涼ょ

する問。そしていくつかのパターンに分けてこれら様幣作業ぞ権定レ， i8f袋的諮1文明3誌に乗りや

すいものとする工夫も組々のかたちで追求されることになる。

1970却の後半に入ると木材潟裂は俸滞在続 11 で木材・{~li絡は下落iζ向い，そ tn:"いて労良'のj二ケ1
"

iま継続する。森林経常{本の?守林業lζ対する話傍(は孫々減じ，溜切な緑林施業・技術的対応，rg放ま憶

した人工造林地も広範に現出する。しかし，一般的な森林生能力追求意欲の減i且線上にみるとは
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いえ，このような状祝イ?とらえなおして合眼的に森林経常在再編し，それなりの収入制i制栄しよ

うとする森林経営体が出てくるのも当然でみる。 ζの場合のー器の足がかりが，森林は自然に1ヰ

・自己成長Id?逃げえるという j潟性であり， この縄肢を利用しつつ野働投入イをできるだけ議札

一定患i!日芝の獄林改良成果をおさめることが闘られる。そして， ζの経常目的のもとで識も大きく

インプットの節減ぞ期待しうるのが伐閣の長期イじであり，長戊j弱肉‘蔀程i林佑によって良質の大経

~;;j'が生みだされてくることも…万で期待される。 1960年代において早期育成矩伐期林業を旗印に

していた日本の有林撲は，外部条件の変イむに対応して ζζlζ，議約施議を伴う良質材主主E主役割 S

すものと雌力自然の強践過程lζ委ねる殺伐期粗放林識とに両極分解する;接相15?思するのである。

しかし， ζの』段民伐j期関粗放林梁〈令量経営[戦滋i略E務告;にζ沿つてどのような作2梁提イ体4本2系で

樹極.~~I組・樹栽本数等75?どのように選抗すればよいかといったj誌に関しての技術的課題は多い。

また， この方向での森林施識は多分l乙合白熱的施諜であるがゆえに標準特・容鶴イむしにくいもの

としてあり，強産現場での!当然そのものに対する洞察j]・知識iS?より多く必裂としている ζ と，

さらにこれまでの育林強溜投lIljlζ関する研究は， ζのような粗放化を体系づける問的での歴史伝

有していないがゆえに一躍の混乱もつきまとっており，目下試行錯誤の段階にある。

i没後iζ，それぞれの腎林生態体系を前提としつつも共通して前進してきたものとしての翁11佑
・生蔵相iの向上について触れておこう。まず機械イむについてであるが，地掠・下メリi品;r~iζメ日払機

が鋳及して作議能率を向めてきたし251，近年間fおおよび枝打ち過Z誌にも各部の機械が導入会れつ

つある。議速な瀧践は兇られないものの一定程度前進してきている。さらに，林道によって現場

への封働者の到逮が容謁となって多くの野働の節約がなおれたし，作撲の協議佑・団地共同佑に

よる住EH{:の上昇も見落しではならない。問地施薬探ffjによって奥地の造林地にj!fj木を空輸して

いるところもあり，森林生産~長f'磁的・組織的に実行ずる ζ とが前進のための…つの大きなポイ

ントとなりつつあるといえよう。

W むすび一一一知識点と現在的課題

法本法林政は税指， r地域林議」政策にとj謀殺した。 ζの万向転換4をなさしめた大きな袈悶と

して，崩壊のf創践に搬したrJI村社会叫民興するために社会対策・所得税点在環視して林議政策安

行う必裂性が増したこともあげられる。しかし，本小;111ではあくまで林議住産力視点&撲徹させ

て，林議総主主総の拡大と拙い手たる経常の締立令劫-ーの政策自慨にかかげた法本法林政の否j述}~主

役明らかにしておきたL、。それは簡単!とUくのように披JlTJずることができょう。

森林資線対策に力J誌や程いた生践政策は，その成泉として l=fJJ・ haの人工林を造成し，森林

資源安充実させた。現下の謀総閣は，林議本来の佐渡である器材生産(口伐出佐藤)や木材市

場・木材鰐援に結びつけていかに発展的lζ行うかにある。他方，林諜生力の拙い予の背成喜子鴎

yした構造政策は，その担い手像をもっぱら森林経常に限定しで聞いたがゆえに， j{ls折すべくし

。で撚折した。しかし，事態は進展し，森林総務'{*I~Jきが作業を実行ずることが少なくなった反問

!こ，広範に育林作業の請負事業休(森林総合もこの一つ)を生み出してき 1λ 労働者を組織し，

機械を謀術していったのはこれら司1~休であり，彼らが背林投践における生渡性向上の担い手

となったのである。

J]J，上のような状況の中で，林議生iili力の新たな発i践を殴'2:/すためには，希求してやまなかった

林梁「結?引を，より広いものとしての「地域林議Jとしてとらえなおす必袈が明1:':1となってき

たといえよう。しかし，現下の「地域林業jはもとより一つの経銭寸:休ではありえていない。よ

って，林業控践における宵林投践と伐tu~r~肢との構造的矛j百必見担え，林業生脱力発股に向けて
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その矛j還金地域統…的に緩和・解決していく政策が必裂とされているのである。そこにおいては，

綴林資源の所有者(森林経営体〉とその悠般的利用者(浩林諮負事議体および伐出議者)との対

立の政策的制捜・克服が絞めま設袈問題となる。まずもってこの観点から，森林所有者を政策の

!こ悶えた現行の森林計開制度は r地域林諜J政策遂行のための林業含!'U伺制度にと止揚怠れねば

ならないであろう。そしてとのような「地域林業J 政策のもとでのみ，イ北日~生践と森林改良の技

術的統…が可能となり， とりわけ梅林の伐諮問題はすなわち森林の更新開腿であるとの認識をも

った育成林業段階に却した蘇林の取り扱い技術26)が追求しうることとなる。

最後に，林業技術問題と大いに関連するところの，林政のこつの新たな動向について;設及して

おこう。まず，林諜政策が従来からの守備組問的広げて木材利用方加での木材関袈拡大策を税極

的にとるに盗った ζ とである。しかし，その過程での技術開発・新組用途開発が生み出されて ζ

なければ，小手先だけの緊急対策に終りかねない。この点， 1986(，1まに隠熔予算のJU1成を受けてス

タートしたニつの技総研究組合は注目に{試する(木材成分総合利用技術研究組合と木材炭化成分

多用途利用技術研究組合)。 また， 財間法人日本岱!也・木材技粥センターの利用技術推進事業へ

の助成策等にも住訟を払う必裂があろう。

他の一つは， 1986fFIζ発蕊おれた林政審議会答申が，森林政策に関する新たな方向づけをなし

たことである。森林がもっ環境財としての機能創的商に強く抑し出して木材生産機能に劣らず評

必liしたことがその特散であり，従来もっぱら「閣誕総務の袈 Iζ沿って梅林を利用すべく努め

てきた政策を軌道修正し r簡民生活Jにより陸接的にかかわる環境財として鶴間iずる必裂性委

力説している。そして，これまで皆伐一斉逃林一辺倒できた森林施業と対照的な非皆伐施議(一

斉人工林の被服林佑および予言成天然林施議)がこの報告常に臨戦iされてはわかに脚光を浴びつつ

あるのであるが，森林機能の多様性を生かし，かっ伐採と吏新の技指的統一を袈求するとれら森

林施議についての米解明な技術的観閣は多い。林業政策が泌流・総務状態をJJt¥し， ζの新しい森

林政策27)を組み込んでの「地域林業J~自覚的・発展的lζ拙滋する ζ とが袈縞おれているといえ

よう。

法釈および引用文献

j) 林梁基本法と綴林法の関i出が?誌に間足立にされ，前者はや!;2誌の経済政策iζ隠する法で，後者は菜採林の管lll!
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問中栄綬淡J 485， 1985)ζ と!己よち ，-g:t.こ r総務政策と資源政策は無関係ではなく，現iζ森林法に
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英俊稿j林梁E火事llJ， ]).19， 1臼74) }~t も考えると相当鍛総している ζ とは苔めない。しかし，従来の資
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3) J;~場22;ニは現在i仕界 1i?三つの局間でとらえ，それぞれのもつ経済学的議!趨 1i?設定している。それらは，
開く1制作化一修IE:i:務>，東くスターリン京総一文化2存命>， iY~ <低開発一原始的議絞〉でみる。先進工
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る立場舎とっている。鈴木尚夫:自立鎚 6)論文
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25) 撚剤散布による作業飽務の向上化は一定の滋波を52たものの. 1970年代に入つての環境問題のi印綴に伴
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27) :1乙熔郊仰:新しい森林政策につ

Resumる

1'hc policy on Forcstr・yBasic Law which primal'ily aim日 atl'cfol'll1ing' thc structul'c 

OI fOl'cstl'y productivc force has 11een Irustl'ated， It dcpcnds 110t 0111y 011 the markcd 

changes in the external conditioぉsassociated with fOl'cstl'y ，but also on immaturity and 
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日onfusIol1 of the policy theory itself. And the industl'ial policy theo1'y which g1'asps the 

distinctive quality of forest1'Y tcchniqu告sis now l'色quired.

Fil'st of all the author considel'ed the technical stl'uctUl'・cof forestl'Y pl'oduction， and 

thel1 briefly tl'aced the postwa1' developl1lel1t of loggil1g techniques al1d techl1iques for 

fol'・estim pl'ovel1lel1 t. 

The logging p1'odωtiol1 has attail1ed the improvel1lel1t il1 pl'ductivity al1d the cel'tain 

l'elease frolll envIl・omel1el1talconditiol1 l'estricted by n乱tu1'e， due to the development of 

illstl'Ument of labor. On the othel' side we must mentioll th品tvib1'ation si巴lmessoccU1'recl 

al'ound 1965 amol1g wOl'kers who used the chain s乱wsal1d developed il1 to a social problel11. 

Allcl the objectives or logging techlliques have beel1 waved， because the loggil1g l11al1agemel1t 

is st1'ongly ol'dained by the fo1'est manag'emet. 

1l11pl'ovell1ent of forcsts consists of ill1pr・ovement or fe1'tility and that of location. 

liefo1'est乱tionpl'oduction plays a p1'ill1a1'y 1'ole in the rOl'mel'， and the latter is aehieved 

by cOl1struction of fol'c昌tl'oacls. 'l'hey are both techniques fo1' adjustmcnt of thc production 

basis of fo1'estl'y. 

Sil1cC the il1vestn目1巴ntil1 fOl'cst 1'O!乱1dsis the capit乱1in巴o1'pol'l乱1tedil1to lancl (t芭1'1'e-αlp】ital)， 
もhe 日Ol1stれ1'u巴凶tionh 乱s been r胃ema似Lは1'kabl礼lyp1'omo もωedpost woωl'令lcl wa1' 1I with the 乱id or public 

works expel1ditu1'e. It has made the mechal1izatiol1 or logging' easie1' ar旦ldextel1ded the a似1'e乱

al1【dthe c乱pacityof imr似〉丸1

1担I11p戸1'ovcll1む叩ねti知お f込均eωr吃t討ilitりy(仔fo1'閃号s叫tP似1'odu巴ωttω巴elぬhl1i勾qu巴ωs)was p戸uはrsu巴以凶das 七h巴 sho1'凶も-1'0ωt乱叫tion

1'o1'estl'y until the lattel' half oI the 1960's， And thel'earter the di1'ection of the 

developll1ent of thc teclmIques has bcen dividecl with chang、esin extel'nal conditions into 

intel1sive management fol' pl'ocluction of high quality till1ber al1d lOl1g-1'otation extensive 

rOl'estl'y management that largely depcl1ds on the l1atul'al productioぉ pl'ocess.Eithel' way 

wc m ust have the cOl'l'ect understancling・thatcapit乱1il1vcsted in th君 1・efresta tiol1 mal1品gell1ent

can not be cOl1sistent with the law Ior price or productioll ; the value is l'ealized th1'ough 

the law rol' rent. Improvemel1t 01' fo 
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“l'eg'ionlal 1'orestry" policy enables t日。hnicalin teg'ratioll betweell lOg'ging' pl'oduction and 

1'orest impl'ovement. lDspecially， techniques 1'01' dealing with f01'estry at silvicultual 

fOl'estry stage in which loggil1g宅 probl邑msare l'eg'arded as e司ualto l'enewal problems 01' 

Iorests can be developcd. 




